
修正前 修正後 分類（選択肢から選択） 詳細

大分類

（反映する、反映し

ない、要検討）

要件修正方針

（追加、修正、削

除、変更なし、要検

討）

構成員確認（WT）要否

（報告、意見照会、不

要）

対応内容 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など 修正方針（事務局案）への回答 回答の理由・詳細など

軽自動車税 帳票印字項目・諸元表
帳票

ID:0130036

納税通知書（納

付書払い）（納

付書一体型専用

紙）

1 通知書タイトル ⑥：表現の見直し ①：新規意見

出力する通知書の年度（課税年度）により、「軽自動車

税」「軽自動車税（種別割）」を打ち分けるようにす

る。

①：地方税法（法

律・政令・省令）へ

の準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

過年度（令和7年度以前）のものを出力した場合も「軽自

動車税」と印字してよいものでしょうか。

これは納税通知書に限らず、納税証明書や税額変更通知

書など年度を含む帳票も同様です。「廃車申告書兼標識

返納書」や「住民票の照会について」など年度の縛りが

ないものについては、一律「軽自動車税」に変更でよい

と考えています。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

事業者 反映しない 変更なし 報告

FAQで以下のように示す予定となりますので、仕様書の変更は行いません。

＜FAQ＞

Q：令和８年度税制改正において、軽自動車税環境性能割は廃止するとされてお

りますが、令和７年度分までの帳票について、

「種別割」の記載を残してもいいでしょうか。

A：令和８年度税制改正においては、令和８年３月 31 日をもって軽自動車税環境

性能割が廃止されることに伴い、現行の軽自動車税種別割を軽自動車税とすると

されております。

ご質問については、令和７年度以前の記載であるため、「種別割」の記載を残し

て差支えございません

― ― 対応方針に同意する。 承知いたしました。 - 特に意見はありません。 対応内容に記載の通り、仕様書への反映は行いません。

軽自動車税 帳票レイアウト
帳票

ID:0130036

納税通知書（納

付書払い）（納

付書一体型専用

紙）

44～46
納通QR（仮

称）
⑥：表現の見直し ①：新規意見 納通QR（仮称）の位置修正 ⑧：業務精度向上

納通QR（仮称）の追加により、その左の納税義務者や標

識番号・車種の枠が小さくなっています。これにより印

字可能な文字数も減ってしまいますので、

・位置をもう少し上にずらす

・「納通QR（仮称）」と「納通QR（仮称）識別子」を

縦並びにする

といった工夫をした方がよいと考えています。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

事業者 反映しない 変更なし 報告

大規模自治体では納税義務者番号の下側に独自の管理用QR及び管理番号を設けて

おり、また、管理QRと管理番号のどちらもシステム上読み込むことになってお

り、近接する位置に別途番号が印字されると読み取りエラーになる可能性があり

ます。そのため、現在の仕様案のまま印字位置の修正は行わない予定です。

― ― 疑義有

管理用QR及び管理番号については諸元

表に定義されていない項目であり、当

項目を印字している市町村の都合を優

先することは、標準化の定義に則して

いないと考えます。

管理用QR及び管理番号を印字していな

い市区町村については、現レイアウト

から変更することなく納通QR等が印字

可能であるにも関わらず、当改定によ

り帳票校正及び発注作業が必要となり

ます。また、開発事業者においては、

様式の切替前後で印刷プログラムの切

替が必要となり、追加の費用が発生す

ることが見込まれます。

つきましては納通QR等の印字位置につ

いて、既存レイアウトに影響のない位

置への印字も可能とするような（新帳

票レイアウトの位置でも、現レイアウ

トの余白部分の印字でもどちらでも可

とするような）記載の検討をお願いい

たします。

対応方針に同意する。
管理用QRを表示していない場合は

納通QRを上にずらして表示するこも許

容していただきたい。

意見の根拠にもあるとおり、現在の位

置では納税義務者や標識番号・車種の

枠が小さくなってしまい、諸元表の

フォントサイズ、文字数での表示は不

可能です。桁落ち対応をしても文字

フォントが小さくなるなど視認性が低

下してしまうことが懸念されます。

-

一部の団体の独自QR、番号を考慮して、標準仕様

を合わせる方針ということでしょうか。

納通QRを納税義務者欄の右側に配置するというこ

とは、その印字スペースを捻出するために、納税義

務者欄の枠を狭める必要があります。納税義務者欄

を狭めると、印字可能文字数が少なくなるため、ア

ルファベット氏名の方や住所が⾧い納税義務者は桁

あふれしやすくなり、これまでの様式よりも桁あふ

れ対象が増えることになります。

桁あふれにより文字切れが発生した納税通知書は、

職員により補記等の作業を行いますが、これを繁忙

期に実施する必要があり、以前の様式と比べて職員

負荷が増大する様式になっています。

全団体の運用負荷を考え、納通QRを宛先の右側ス

ペースに配置するなど、レイアウトの再検討をお願

いします。（一部の団体の独自QRの位置を変えて

いただく）

標準仕様書の方針として、納税義務者や外部機関（金融機関

等）が複数の地方団体から受け取ることが想定される帳票を中

心に帳票レイアウトを定義しているため、対応内容に記載の通

り、仕様書への反映は行いません。

軽自動車税 帳票印字項目・諸元表
帳票

ID:0130040

納税通知書（口

座振替）（汎用

紙）

44
納通QR（仮

称）
②：要件変更 ①：新規意見

⑥：住民サービス向

上

納税通知書等の電子化について、過去の資料や問合せ回

答によると課税客体単位で納通QR（仮称）を印字と理解

しています。

左記の帳票については、1枚の用紙に最大4台の車両（4

つの通知書番号）が記載されますが、これに対して納通

QR（仮称）は1つになるのでしょうか。

論点が少し異なりますが、このようなこともあり、電子

化の申請は課税客体単位ではなく納税義務者単位にした

方が運用事務が容易になると考えています。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装

している帳票

事業者 反映しない 変更なし 報告

印字される納通QR（仮称）は1つとなり、納税通知書を特定できるユニークな情

報（納税者を一意に特定する団体別仮名識別子等）が格納される認識です。以前

のWTにおいて、納税義務者単位としておりましたが、構成員意見より通知書単位

（車両単位）と意見がありましたので、現在の仕様案となっております。

https://www.soumu.go.jp/main_content/001020035.pdf（No9）

― ―

以前、本団体も同意見を述べさせてい

ただきましたが、やはり電子化の申請

は課税客体単位ではなく、納税義務者

単位であるほうが、運用事務の効率と

しても、納税義務者側としても利便性

が高いと考えます。

納税通知書を発する直前での車両の異

動等が判明した場合などに、車両単位

で電子的に通知しないように設定でき

る必要があると考えますが、納税義務

者へ通知する際には、納税義務者単位

で電子化の有無を申請してもらい、納

税通知を発するべきと考えます。

例えば本団体には、1名義で700台以上

を所有している車両販売店が存在しま

すが、納税義務者にとっても申請が煩

雑になるのではないかと懸念していま

す。

対応方針に同意する。 承知いたしました。 - 納付書払い、口座に限らず、納税義務者単位にすべきと考えます。

納税通知書（口座振替）は1枚に複数台の車両情報

が印字されますが、次頁に跨る場合、頁単位でQR

を印字するといったQA回答を拝見しました。

希望申請があった翌年度は、新たな希望申請なしに

電子通知となる前提の場合、翌年度までに車両が増

えて印字している車両の改頁が前年度と異なった場

合や、口座対象車両1台のみオンラインで再発行し

た場合など、運用が難しいと考えます。

上記のことからも納税義務者単位にすべきと考えま

す。

納税義務者単位で管理する要望がありますが、対応内容に記載

の通り構成員意見より通知書単位（車両単位）と意見がありま

すので、仕様書への反映は行いません。

なお、多くの車両を所有している場合が意見としてあげられて

いますが、多くの車両を所有している場合には、名寄せした納

税通知書を以て電子通知の申請を行う等の対応が想定されま

す。

軽自動車税 機能要件

機能

ID:0130229

機能

ID:0130253

③：要件削除 ①：新規意見

共有者氏名表等納税通知書と同封して個々の納税者に発

送している書面（電子同封書面）を作成し、eLTAX（通

知IFS）に登録できること。

納税通知書と同封して個々の納税者に発送している書面

（電子同封書面）を作成し、eLTAX（通知IFS）に登録で

きること。

①：地方税法（法

律・政令・省令）へ

の準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

実装必須機能として、「共有者氏名表等納税通知書と同

封して個々の納税者に発送している書面（電子同封書

面）を作成し、eLTAX（通知IFS）に登録できること。」

とありますが、軽自動車税として、上記同封書面はない

認識ですが固定資産税の内容ではないでしょうか。その

場合は、項目削除をお願いいたします。

③：現行システムでは

使用していない機能
反映する 修正 意見照会

（本意見は全国意見照会とは別で受領した意見です）

軽自動車税において共有氏名表の同封はないため、共同氏名表の文言を削除する

ことを検討していますが、差し支えございませんでしょうか。

対応方針のとおりでよい
軽自動車税は納入義務者が1者であり、

1者に対して課税するため
問題ございません。 対応内容の通りです。 同意 ― 差し支えありません。 軽自動車税において共有氏名表の同封

はないためです。
差し支えありません。

軽自動車税において共有氏名表の同封

はないため。
差し支え無し。

本団体では共有名義での軽自動車税課

税はないため。
意見なし 問題ありません。 削除で問題なし － 意見なし

自治体の運用に関する事項であり、本

団体が回答する立場には無いように思

います。

対応方針に同意する。 特に問題ありません。 問題ありません。 固定資産税の要件であるため、削除い

ただく方針で問題ありません。

共同氏名表の文言を削除することは問題ありません

が、「納税通知書と同封して個々の納税者に発送し

ている書面」とは具体的になにを示していますか。

「実装必須機能」であることと、そのような書面が

ないと考えるため、ご教示いただけますと助かりま

す。

同封書面が想定されないという意見もあるため、標準オプショ

ン機能といたします。

軽自動車税

機能要件

帳票要件

印字項目・諸元表

⑥：表現の見直し ①：新規意見 「納通QR（仮称）」、「納通QR（仮称）識別子」 「納通QR」、「納通QR識別子」

①：地方税法（法

律・政令・省令）へ

の準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

③：現行システムでは

使用していない機能
反映する 修正 報告

（本意見は全国意見照会とは別で受領した意見です）

「納通QR（仮称）」と「納通QR（仮称）識別子」の（仮称）表記が残っており

ましたが、名称が確定したため、（仮称）を削除いたします。

― ― 対応方針に同意する。 承知いたしました。 - 特に意見はありません。 対応内容に記載の通り、仕様書へ反映いたします。

軽自動車税 機能要件
機能

ID:0130243
⑥：表現の見直し ①：新規意見

【要件の考え方・理由】

参考『納税通知書等の電子化における見積参考資料0.51

版』

二重納付のリスクを軽減するために、納税者が電子通知

希望申請を行った年は、納付書の電子化は行わず、納付

は郵送された紙の納付書を利用した従来の方法のみで行

う。一方でその翌年以降は、紙の納付書は納税者に送付

しない想定である。

【要件の考え方・理由】

参考『納税通知書等の電子化における見積参考資料1.0

版』

二重納付のリスクを軽減するために、納税者等が電子通

知希望申請を行った年は、納付書の電子化は行わず、納

付は郵送された紙の納付書を利用した従来の方法のみで

行う。一方でその翌年以降は、紙の納付書は納税者に送

付しない想定である。

①：地方税法（法

律・政令・省令）へ

の準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

③：現行システムでは

使用していない機能
反映する 修正 報告

（本意見は全国意見照会とは別で受領した意見です）

『納税通知書等の電子化における見積参考資料0.51版』につきまして、2月末に

1.0版が公開予定であることから、版数を更新いたします。

― ― 対応方針に同意する。 承知いたしました。 - 特に意見はありません。 対応内容に記載の通り、仕様書へ反映いたします。

軽自動車税 機能要件
機能

ID:0130250
⑥：表現の見直し ①：新規意見

【機能要件】

「納通QR」を生成し、納税通知書に印字できること。

【備考】

・納通QRは納税通知書等の電子化希望申請用のQRコー

ド。

【機能要件】

「納通QR」を生成し、納税通知書及び税額変更通知書等

に印字できること。

【備考】

・納通QRは納税通知書等の電子送付を希望する際に読み

込む二次元コード

①：地方税法（法

律・政令・省令）へ

の準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

③：現行システムでは

使用していない機能
反映する 修正 報告 （本意見は全国意見照会とは別で受領した意見です）

税額変更通知等にも納通QRが印字できるよう機能要件の記載を見直しました。
― ― 対応方針に同意する。 ー ー 承知いたしました。 - 特に意見はありません。 対応内容に記載の通り、仕様書へ反映いたします。

WT構成員（M市）ご回答欄対応方針

項目名称業務
（選択肢から選択）

仕様書改定案の対象
（選択肢から選択）

機能・帳票ID 機能・帳票名 項目番号

意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）

意見発出者
（選択肢から選択）

意見の分類
（選択肢から選択）

新規意見区分
（選択肢から選択）

要件 WT構成員（O市）ご回答欄

対応方針

WT構成員（Q市）ご回答欄WT構成員（P市）ご回答欄WT構成員（N市）ご回答欄WT構成員（I市）ご回答欄WT構成員（H市）ご回答欄WT構成員（G市）ご回答欄WT構成員（F市）ご回答欄 WT構成員（L市）ご回答欄WT構成員（K市）ご回答欄WT構成員（J市）ご回答欄WT構成員（A市）ご回答欄 WT構成員（B市）ご回答欄 WT構成員（C市）ご回答欄 WT構成員（D市）ご回答欄 WT構成員（E市）ご回答欄


